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○ 引用発明が最低輝度の維持制御技術を有するものであるとしても、本件補正発明（及

び補正前の本願発明）における照度輝度比例構成の採用を必然的に否定するものでは

なく、当該構成は当業者が容易に想到し得たとして、進歩性を欠くとした審決の判断

が維持された事例。 

（事件類型） 審決取消（特許）請求事件   （結論）請求棄却 

（関連条文） 特許法２９条２項 

（審決） 不服２０２２－４８５７号 

 

判  決  要  旨  

１  原告らは、発明の名称を「表示装置」とする発明について特許出願したところ、

拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求するとともに、特許請求の範囲

の請求項１を変更する旨の手続補正書を提出した。特許庁は、同補正に係る発明

は特許法２９条２項により特許を受けることができないとして、当該補正を却下

した上、補正前の本願発明も同項により特許を受けることができないとし、「本

件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。本件は、原告らが本件審決

の取消しを求めた事案である。  

２  原告らは、取消事由１（本件審決が認定した相違点１及び２の容易想到性の判

断の誤り）に関して、①有機発光表示装置がランベルト分布に近い発光分布を持つと

はいえないこと、②引用文献１（引用発明）における照度値と放射輝度が比例関係（比

例定数ρ／π）とはいえないこと、③引用文献３から技術常識３が認定できないこと、

④引用文献７及び８から認定された技術常識２は表示装置の制御に適用できる技術常識

ではないことを主張する。 

しかし、引用文献の記載や証拠を踏まえると、原告らのこれらの主張はいずれも採用

することができない。 

３ また、原告らは、取消事由１に関して、⑤引用発明（引用文献１）は周囲光の照度

がしきい値を下回るときに最低輝度を維持するような制御をするもの（最低輝度

の維持制御技術）であり、本件補正発明のように照度と放射輝度が比例関係とな

るような構成（照度輝度比例構成）を採用することには阻害要因があると主張す

る。  

しかし、引用文献１の記載に鑑みれば、引用発明における最低輝度の維持制御

技術の位置づけは「一実施形態」であり、本来の目的との関係で必須のものとは

されておらず、最低輝度の維持制御技術と照度輝度比例構成とは、技術思想とし
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て両立・並存するものであるから、引用発明が最低輝度の維持制御技術を有する

ものであるとしても、照度輝度比例構成の採用を必然的に否定するような関係に

はない。本件発明のように紙の光学特性を模倣して照度と輝度を比例関係として

構成することは、引用発明においても阻害要因であるとはいえず、当業者が容易

に想到し得たと認められる。  

４  原告らは、取消事由２（本件補正発明が顕著な効果を奏することに関する判断

の誤り）を主張するが、原告らが主張する本件補正発明の効果は、あたかも表示

装置が紙のような印刷媒体であるかのような感覚を与えることができるというこ

とに尽きるところ、当業者は引用文献１の記載事項及び技術常識からこれを十分

に予測可能なものであり、その顕著性も認められない。  

５  以上により、原告らの主張する取消事由はいずれも理由がないから、原告らの

請求をいずれも棄却する。  

以上  


